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伊佐市農業委員会第１２回総会議事録 

 

１．開催日時  平成２７年３月２０日（金）午前９時００分から１０時３０分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階中会議室 

３．出席委員  （１９人） 

     会  長       ２１番委員  

    会長職務代理者     ２０番委員 

    委  員    １番委員    ２番委員   ３番委員   ４番委員 

           ５番委員     ６番委員   ８番委員   ９番委員 

１０番委員   １１番委員  １２番委員  １３番委員 

１４番委員  １５番委員  １６番委員  １７番委員 

１９番委員   

    

４．欠席委員  （１人） 

    欠席者        １８番委員 

 

５．議事日程 

 

  第１ 議事録署名委員の指名 

           ９番委員  １０番委員 

 

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 

     議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定について 

     議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・ 

編入）申出」の意見決定について 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見決定並びに

許可及び諮問決定について 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見決定並びに

許可及び諮問決定について 

議案第６号「非農地証明願」について 

議案第７号「事務局職員の任免」について 

 

６．農業委員会事務局職員 

         事務局長   農地振興係長   農地振興係書記 
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開始時間  午前９時００分 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

おはようございます。只今より、平成２６年度第１２回農業委員会総

会を開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

皆さんおはようございます。 

我々組織の会編を今の通常国会で変わって来ると思います、１０月に

選挙ですが、選挙もしないで４月までなるか、新しい制度で行うかがは

っきりしません。 

また、人員についても選任となりますので各団体からの推薦も無くな

り委員は少なくなると思います、校区等から推進してもらい市長がその

中から選任するとなると思います。 

農地利用最適化推進委員と言う制度もできると思いますが、各コミユ

ニテー等から推進してもらい農業委員会で選任することになると言う

ことですがまだはっきりしません。 

本日は、１８番委員が急遽ＴＰＰ関連の陳情のために出会のため欠席

届が出されております。 

本日の出席人員は１９人で、規定に達しておりますので、総会は成立

いたします。 

本日の議事録署名委員を、指名いたします。 

９番委員と１０番委員に、お願いをいたします。 

ただいまより総会を始めます。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について報告を求めます。 

報告第１号、農地法第１８条第６項の規定よる通知についてお願いし

ます。 

 

報告「農地法第１８条第６項の規定による通知」につきましてご報告

いたします。 

資料の１～９ページになります。 

農業経営基盤強化促進法による利用権の合意解約が２７件ありまし

た。 

以上、ご報告いたします。 

 

報告が終わりました、委員の皆さん質問はありませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

なしということですので、ただいまから議案の審議にはいります。 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

議案第 1号 経営基盤強化促進法農用地利用集積計画に係る意見決定

について議題といたします。 

事務局の報告を求めます。 

 

議案第１号 経営基盤強化促進法農地利用集積計画に係る意見決定

のうち所有権移転分について説明いたします。 

１０ページをお開きください。 

整理番号１番につきまして、譲渡人は、伊佐市大口青木にお住まいの

ＤＭ氏です。 

譲受人は、伊佐市菱刈下手にお住まいのＴＫ氏で、年齢は３３歳、自

治会は下手須川で、経営面積は１,４３６㎡で、今回のあっせん分と合

わせ５,０００㎡の下限面積を上回りますが、農業法人株式会社Ｔファ

ームを立ち上げ、４９,３２７㎡を家族で経営されております。 

土地の所在地は、菱刈下手字尾崎前３筆で、地目はいずれも田、面積

は、１,９７０㎡、１,１１５㎡、３,１０３㎡の合計６,１８８㎡です。 

あっせん委員としまして、１２番委員、３番委員にお願いいたしまし

た。 

続きまして、利用権設定につきまして説明いたします。 

３２－１ページ総括表をお開きください。 

期間は１年から１０年で、面積は、田、２００,５４３㎡、畑、２９,

４５２㎡の合計２２９,９９５㎡です。 

利用権の設定をする者の数７２人、設定を受ける者の数４１人です。 

 土地の明細につきましては、１１ページから３２ページの整理番号１

番から７４番のとおりです。 

皆様のご審議方、よろしくお願いいたします 

 

只今事務局の報告が終わりました。 

委員の皆さんご意見、質疑はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということですので、お諮りいたします。 

議案第 1号の事務局の報告のとおり決定することに賛成の委員の挙手

を求めます。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

１ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第１号 経営基盤強化促進法農用地利用集積計画に係る

意見については、決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定につい

て提案します。 

整理番号１番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号１番について、去る３月１２日に受人のＭＴさん立会のもと現

地調査を行いましたので、１番が報告いたします。 

受人ＭＴさんは、伊佐市菱刈徳辺、自治会は徳辺上で、年齢は６１歳

いです。 

譲り渡人は、神奈川県川崎市麻生区東百合丘三丁目にお住まいのＹＳ

さん、会社員です。 

申請地は、伊佐市菱刈徳辺字狩迫、地目は畑、面積は７５９㎡で、受

人の経営面積は６，３７０㎡、取得可能面積であります。 

作業従事者は２名で、受人の経営規模拡大で、所有権移転売買ありま

す。 

申請地は，国道２６８号線を徳辺上公民館方に３００ｍ位の所で、現

況は良く管理された畑であります。 

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、譲り渡人の戸籍附表、字図等が添

付されております。 

以上で報告を終りますが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

ます。 

 

１番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１番委員の調査報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手を求

めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、許可が決定しました。 

 

整理番号２番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１８番委員が欠席ですので事務局お願いします。 

 

１８番委員が欠席ですので事務局で代理報告いたします。 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のう

ち、整理番号２番について、去る３月１７日に現地調査を行ないまし

たので１８番の代わりに事務局が報告をいたします。 

申請人ＴＨさんは、伊佐市大口青木に居住され、自治会は上青木

中、年齢は５３歳です。 

渡人ＭＹさんは、伊佐市大口青木に居住され、自治会は上青木東、

年齢は６５歳です。 

申請地は伊佐市大口青木字瀬戸口、地目は田、地積は４２６㎡、所有

権移転売買あります。 

受け人の経営面積は１５，０９４㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は２名で、通作距離は自宅より３００ｍ位置し、現況は良

く管理された農地であります。 

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条２項の各号に該当

しないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書・字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、報告を終

わります。  

 

８番委員の調査、事務局の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号２番について、事務局報告のとおり、許可することに賛成の

委員の挙手を求めます。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、許可が決定しました。 

 

整理番号３番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１６番委員。 

この議案は５番委員が譲受け人となっていますので、農業委員会等に

関する法律、第２４条の規定に基づき議事に参与できませんので、審議

開始から終了まで退席をお願いします。 

関係議案終了後に入室、着席していただきます。  

それでは、５番委員の退席をお願いします。  

（５番委員退席）  

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号３番について、去る３月７日、受人Ｈさん立会のもと現地調査

いたしましたので１６番が報告いたします。 

受人ＨＡさんは、伊佐市大口田代に居住され、自治会は崎山、年齢は

７３歳です。 

渡人ＡＴさんは、伊佐市大口田代に居住され、自治会は崎山東、年齢

は９２歳です。 

申請地は、伊佐市大口田代字中綿瀬 他４筆で、地目は田、地籍合計

は１，８５５㎡、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は２６，３５７㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は２名で、通作距離は１キロであり、良く管理された水田

であります。 

今回購入される田の隣接地は受人の田が連なっており、経営意欲はあ

り、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いします。 

 

１６番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 
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議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

９ 番 委 員 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

１１番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６番委員の調査報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手

を求めます。 

（全員挙手。） 

 

よって整理番号３番は、許可が決定しました。 

 

ここで、５番委員の入室をお願いします。 

（５番委員着席）  

 

整理番号４番について、担当委員の調査報告を求めます。 

９番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号４番について、去る３月１５日に現地調査にいきたしましたと

ころ、譲渡人、譲受人とのくいちがいが有り再度申請するという事で、

今回は取り下げとなりました。 

 

今９番委員の報告の通り整理番号４番は、取り下げとなりました。 

 

整理番号５番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１１番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号５番について、去る３月１３日に現地調査を行いましたので１

１番が報告いたします。 

受人ＭＳさんは、伊佐市大口大田に居住され、自治会は大田、年齢は

６０歳です。 

渡人ＭＭさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され、自治会は青木元、年齢

は８２歳で、受人とは親子関係であります。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字田ノ口、他１筆で、地目は田，地籍は合

計２，１５４㎡で、所有権移転贈与であります。 

受け人の経営面積は、９，８９３㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は２名で、通作距離は、自宅より約５キロ位になります。 

現況は良く管理された水田で、経営意欲もあり、農機具等は全て完備

されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１５番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

１１番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号５番について、１１番委員の調査報告のとおり、許可するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、許可が決定しました。 

 

整理番号６番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１５番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号６番について、去る３月９日に譲受人ＭＯさん立会のもと現地

調査を行いましたので１５番が報告いたします。 

受人は、伊佐市菱刈荒田にお住まいのＭＯさん、自治会は荒田下、年

齢は８１歳です。 

渡人は大阪府堺市原山台五丁目にお住まいのＭＫさん、Ｏさんの弟さ

んです。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字中水利流、地目は田，面積は２，９２７

㎡で、弟さんからの所有権移転贈与であります。 

受け人の経営面積は、４６，２６２㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は２名であります。 

申請地の所在地は、菱刈本城線の森山橋南側道路沿いにあります。 

現況は良く管理された水田で、現在受人のＭＯさんが耕作されており

ます。 

経営意欲もあり、農機具等は全て完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１７番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１５番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号６番について、１５番委員の調査報告のとおり、許可するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は、許可が決定しました。 

 

整理番号７番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１７番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号７番について、去る３月１０日に申請人ＫＮさん立会のもと現

地調査を行いましたので１７番が報告いたします。 

申請人ＫＮさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され、自治会は重留東、年

齢は６６歳です。 

渡人ＳＴさんは、熊本県合志市豊岡に居住されておられます。 

申請地は、伊佐市菱刈重留字外古川、地目は田，地籍は８４３㎡で、

所有権移転売買であります。 

受け人の経営面積は、４，４８７㎡でありますが、今回購入分８４３

㎡を合わせますと、５，３３０㎡でありますので取得可能面積でありま

す。 

農業従事者は２名で、通作距離は、今自より約１．３キロ位でありま

す。 

現況は良く管理された水田で、経営意欲もあり、農機具等は全て完備

されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

１７番委員の調査報告が終わりました。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

４ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号７番について、１７番委員の調査報告のとおり、許可するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番は、許可が決定しました。 

 

整理番号８番について、担当委員の調査報告を求めます。 

４番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号８番について、去る３月１３日に現地調査を行いましたので４

番が報告いたします。 

申請人ＨＹさんは、伊佐市大口白木に居住され、自治会は白木、年齢

は３６歳です。 

渡人ＮＨさんは、伊佐市大口鳥巣に居住され、自治会は鳥巣下、年齢

は５１歳です。 

申請地は、伊佐市大口鳥巣字中向他４筆で、地目は田、地籍は合計７，

４０２㎡、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は３５，４８８㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は４名で、通作距離は自宅より約３キロ位であります。 

現況は良く管理された水田であります。 

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いします。 

 

４番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号８番について、４番委員の調査報告のとおり、許可すること
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

１０番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号８番は、許可が決定しました。 

 

整理番号９番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１０番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号９番について、去る３月１２日に現地調査を行いましたので１

０番が報告いたします。 

申請人ＭＹさんは、伊佐市菱刈重留に居住され、自治会は重留東、年

齢は４３歳です。 

渡人ＴＳさんは、伊佐市菱刈重留に居住され、自治会は重留西、年齢

は５５歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈重留字鐙之上で、地目は田、地籍は１，８２２

㎡、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は１１，１９２㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は４名であります。 

申請地は、田中小の正門から約３００ｍ位の位置にあり現況は良く管

理された農地であります。 

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図、委任状等が添付されており

ます。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いします。 

 

１０番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号９番について、１０番委員の調査報告のとおり、許可するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

１４番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

全員挙手。 

よって整理番号９番は、許可が決定しました。 

 

整理番号１０番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１４番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号１０番について、去る３月１３日に現地調査を行いましたので

１４番が報告いたします。 

申請人ＳＴさんは、伊佐市菱刈川南に居住され、自治会は町船津田下、

年齢は６６歳です。 

譲渡人ＫＴさんは、伊佐市菱刈川南に居住され、自治会は町船津田下、

年齢は９０歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈川南字十二和石 他１筆で、地目は田、地籍は

合計２，０９２㎡、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は３，０２０㎡で、今回の申請分２，０９２㎡を合計

しますと５，１１２０㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は２名で、通作距離は自宅より約３００ｍ位で、現況は転

作田であります。 

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終わり

ます。 

 

１４番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号１０番について、１４番委員の調査報告のとおり、許可する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１０番は、許可が決定しました。 
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議 長 

 

 

６ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

２ 番 委 員 

 

整理番号１１番について、担当委員の調査報告を求めます。 

６番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号１１番について、去る３月１４日に現地調査を行いましたので

６番が報告いたします。 

申請人ＴＳさんは、伊佐市大口小木原に居住され、自治会は停車場、

年齢は６６歳です。 

渡人ＡＳさんは、鹿児島市武岡四丁目に居住され、年齢は７６歳です。 

申請地は、伊佐市大口里字五反田で、地目は田、地籍は６９９㎡、所

有権移転売買であります。 

受人の経営面積は１０，９２６㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は２名で、通作距離は自宅より約６キロ位であります。 

現況は良く管理された水田であります。 

申請地は、旧営林署前であります。 

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いします。 

 

６番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号１１番について、６番委員の調査報告のとおり、許可するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１１番は、許可が決定しました。 

 

整理番号１２番について、担当委員の調査報告を求めます。 

２番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号１２番について、去る３月１３日に現地調査を行いましたので
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１３番委員 

 

 

 

 

 

２番が報告いたします。 

申請人ＫＫさんは、伊佐市大口山野に居住され、自治会は石井、年齢

は６２歳です。 

渡人ＫＴさんは、伊佐市大口小木原に居住され、自治会は春村、年齢

は８５歳です。申請人と渡人は親子になります。 

申請地は、伊佐市小木原字十王ノ前で、地目は田、地籍は２，２６５

㎡、所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は１２２，４５４㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は２名で、通作距離は自宅より約１キロ位であります。 

現況は良く管理された水田であります。 

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終わり

ます。 

 

２番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号１２番について、２番委員の調査報告のとおり、許可するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１２番は、許可が決定しました。 

 

整理番号１３番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１３番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号１３番について、去る３月１０日、現地調査いたしましたので

１３番が報告いたします。 

受人で受人のＹＴさんは、伊佐市大口牛尾に居住され、自治会は奈良

野、年齢は８０歳です。 

渡人ＹＨさんは、伊佐市大口大田に居住され、自治会は大田、年齢は
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

８ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６９歳です。 

申請地は、伊佐市大口牛尾字焼井ノ下で、地目は畑、地籍は９６３㎡、

所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は６，２５８㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は２名で、良く管理された農地であります。 

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いします。 

 

１３番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１３番委員の調査報告のとおり、許可することに賛成の委員の挙手

を求めます。 

（全員挙手。） 

 

よって整理番号１３番は、許可が決定しました。 

 

 

整理番号１４番について、担当委員の調査報告を求めます。 

８番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のう

ち、整理番号１４番について、去る３月１６日に現地調査を行ないま

したので８番が報告をいたします。 

申請人で受人のＫＴさんは、伊佐市大口上町に居住され、自治会は

上八坂中央、年齢は６３歳です。 

譲渡人ＭＴさんは、伊佐市大口原田に居住され、自治会は永尾、年

齢は７１歳です。 

申請地は伊佐市菱刈花北字小苗代原、地目は畑、地積は７１５㎡他

１筆で、地積合計は１，４６０㎡、所有権移転売買あります。 

申請地は小山金物店之裏に位置し現在は何も作付されていませんで

した。 

受人の経営面積は１４，３０９㎡で、取得可能面積であります。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

３ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業従事者は２名で、現況は何も作付されていない農地であります。 

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告

を終わります。  

 

８番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号１４番について、８番委員の調査報告のとおり、許可するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１４番は、許可が決定しました。 

 

整理番号１５番について、担当委員の調査報告を求めます。 

３番委員。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定のうち

整理番号１５番について、去る３月１０日に申請人ＭＳさんの代理人、

行政書士ＴＲ氏立会のもと、現地調査を行いましたので３番が報告いた

します。 

申請人ＭＳさんは、伊佐市大口大田に居住され、自治会は浜里、年齢

は５０歳です。 

譲渡人ＭＨさんは、鹿児島県姶良市西餅田に居住であります。 

申請地は、伊佐市大口大田字川島で、地目は田、地籍は２，０７３㎡、

所有権移転売買であります。 

大口高校より北側５００ｍ位に位置し、四方田んぼに囲まれた良く管

理された田んぼであります。 

受人の経営面積は３９，４９１㎡で、取得可能面積であります。 

農業従事者は２名で、通作距離は自宅より１キロ位であります。 

経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は、農地法第３条２項の各号に該当し
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

６ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ないと思われますので、許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書、字図等が添付されております。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告

を終わります。  

 

３番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

整理番号１５番について、３番委員の調査報告のとおり、許可するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１５番は、許可が決定しました。 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請に係る決定につい

て、申請件数１５件について、１件の取り消し、１４件の許可が決定し

ました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・除外の申出の意見

決定について、整理番号１番について、担当委員の報告を求めます。 

６番委員。 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・除外の申出の意見

決定について、整理番号１番について、去る３月１３日に、３番委員・

１３番委員・６番委員で、申請人ＨＭさん夫婦立会のもと共同調査をい

たしましたので、６番が調査の報告いたします。 

申請人ＥＭさんは、伊佐市大口山野に居住され、年齢は６２歳です。 

申請地は、伊佐市大口小川内字尾崎、地目は田、地籍３，０４５㎡で

あります。 

除外申請理由は、神奈川県から６年前に奥さんの実家に里帰りしまし

たがこの農地は鳥獣害がひどく耕作出来ない状況でしたので今回農振

場外申請をして除外後非農地証明願申請を行う予定です。 

申請地の所在地は、小川内集落のいちばん奥にあり、南、北側山林、
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

１ 番 委 員 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

西側は宅地、東側は田です。 

以上の様な理由のより３委員で協議した結果、除外にかかわる要件を

すべて満たしていると判断いたし、除外はやむをえないと判断した。 

添付書類として、事業計画書、変更申請書、字図、全部事項証明書、

その他必要書類がすべてそろっています、委員の皆様方のご審議方よろ

しくお願いしまして報告を終ります。 

 

６番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

６委員の調査報告のとおり、意見を決定することに賛成の委員の挙手

を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

同じく議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・編入の申出

の意見決定について、整理番号１番について、担当委員の報告を求め

ます。 

１番委員。 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更、編入の申出の意見決

定について、整理番号１番について、去る３月１３日に、申請人立会の

もと１２番委員、私１番委員の２名で共同調査をいたしましたところ、

今回の申請を取り下げたいと申し出がありましたので、今回は取り下げ

です。 

 

１番委員の調査報告が終わりました。 

１番委員の報告の通り取下げといたします。 

 

議案第３号 農業振興地域整備計画の一部変更・除外申出の意見決

定について、除外申請件数１件について、意見の決定１件が決定しま

した。 

編入申請件数１件について、１件の取下げが決定しました。 
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議 長 

 

 

 

 

１５番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号１番について、担当委員の

報告を求めます。 

１５番委員。 

 

議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号１番について去る１３日に、

１１番委員１４番委員、私１５番、申請人のＨＫさん立会のもと共同調

査を行いましたので報告いたします。 

申請人は、伊佐市菱刈南浦にお住まいのＨＫさん、自治会は永池で、

年齢は７２歳であります。 

申請地の所在地は、伊佐市菱刈南浦字柴江、地目は畑、面積は１，１

１６㎡であります。 

転用目的は、クヌ木の植栽と言う事です。 

申請地は、菱刈南浦の九電の変電所手前右側に位置しまして、現況は

柿畑でありますが今回クヌ木を植栽したいと言う事での申請でありま

す。 

申請地の東は道路、西は竹杉の混合林、南は雑山、北は柿畑になって

おります 

農地区分は、第２種農地でその他農地となっております。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、事業計画書、資金証明書、

被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、位置図等が提出されており

ます。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして私の報告を終ります。 

 

１５番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１５番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決

定に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 



 20 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

３ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見の決定並びに許可及び諮問が決定しま

した。 

 

整理番号２番について、担当委員の調査報告を求めます。 

３番委員。 

 

議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号２番について去る３月１３

日に、申請人瀬崎智明さんの代理人、司法書士ＯＩさん立会いのもと、

６番委員、１３番委員、私３番委員で現地調査を行いましたので３番が

報告いたします。 

申請人ＳＴさんは、伊佐市大口原田に居住され、自治会は国ノ十で、

年齢は５５歳であります。 

申請地は、伊佐市大口原田字国ノ十、地目は畑、面積は８１㎡で、今

お住まいの住宅の入口で敷地内の畑であります。 

転用目的は、一般住宅建設の為に地目変更されるものであります。 

所在地は、ＪＡのルミエールノ南側約５００ｍ位の国ノ十集落の入口

で、東、西、北側住宅、南側市道であります。 

道路、排水路等も良く整備され周囲に悪影響を及ぼすようなことはな

いと思います。 

農地区分は、第２種農地でその他農地となっております。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、事業計画書、資金証明書、

被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、位置図、委任状等が提出さ

れております。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして私の報告を終ります。 

 

３番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

３番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決定

に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、意見の決定並びに許可及び諮問が決定しま

した。 

 

整理番号３番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１１番委員。 

この議案は１６番委員が申請人となっていますので、農業委員会等に

関する法律、第２４条の規定に基づき議事に参与できませんので、審議

開始から終了まで退席をお願いします。 

関係議案終了後に入室、着席していただきます。  

それでは、１６番委員の退席をお願いします。  

（１６番委員退席）  

 

議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号３番について去る３月１３

日に、１４番委員、１５番委員、私１１番委員、申請人ＭＲさん立会の

もと、共同調査を行いましたので、１１番が報告いたします。 

申請人ＭＲさんは、伊佐市大口下殿に居住され年齢は６７歳、自治会

は下殿であります。 

申請地の所在地は、伊佐市大口下殿字権現原、地目は畑、地積は１，

４１９㎡であります。 

農地区分は、第２種農地でその他農地となっております。 

転用目的は、太陽光発電施設であります。 

申請地の所在地は、羽月南中学校より南に３００ｍ位の所に位置しで

おります。 

南側は畑、東側はＪＡのライスセンターであり、北側も畑、西側の畑

であり、周囲は宅地になっております。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数は２２４枚、太陽光発電量は

約５６ｋｗを予定しているそうです。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、見積書、事業計画書、融資

証明書、経済産業省の再生可能エネルギー発電施設の認定書、工事費負

担金請求書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、位置図等が提

出されております。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして私の報告を終ります。 

 

１１番委員の報告が終わりました。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１６番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１１番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決

定に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、意見の決定並びに許可及び諮問が決定しま

した。 

ここで、１６番委員の入室をお願いします。 

（１６番委員着席）  

 

整理番号４番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１６番委員。 

 

議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号４番について去る３月１３

日に、行政書士Ｔ氏立会のもと、２番委員、９番委員、私１６番委員で

共同調査を行いましたので、１６番が報告いたします。 

申請人ＮＡ氏は、伊佐市大口鳥巣に居住され、自治会は鳥巣下で、年

齢は５６歳であります。 

申請地は、伊佐市大口鳥巣字宮ノ前、地目は田、地積は９９８㎡であ

ります。 

本申請の転用目的は、太陽光発電施設で農地区分は、第２種農地でそ

の他農地となっております。 

申請地の東は小屋を挟んで市道、西は転作田、南は鳥巣公民会、北は

雑種地で太陽光発電施設が建設されておりこの太陽光発電施設も永里

昭弘氏のものです。 

太陽光発電事業ですが、パネル設置枚数は２１６枚、パネル設置面積

は９９８㎡、太陽光発電量は約５４ｋｗを予定しているそうです。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、見積書、事業計画書、融資

証明書、経済産業省の再生可能エネルギー発電施設の認定書、工事費負

担金請求書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、位置図等が提

出されております。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

１４番委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まして報告を終ります。 

 

１６番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１６番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決

定に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、意見の決定並びに許可及び諮問が決定しま

した。 

 

整理番号５番について、担当委員の調査報告を求めます。 

１４番委員。 

 

議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、整理番号５番について去る３月１３

日に、１１番委員１５番委員、私１４番委員、申請人のＮＮさん立会の

もと共同調査を行いましたので１４番が報告いたします。 

申請人ＮＮさんは、伊佐市菱刈下手に居住、年齢は５１歳、自治会は

下手仁王であります。 

申請地の所在地は、伊佐市菱刈下手字五本松、地目は田、地籍は７９

９㎡であります。 

農地区分は第１種農地集団性のある農地となっており、転用目的は、

農業用資材置き場であります。 

なお、第１種農地集団性のある農地は不許可の例外、農業施設に該当

します。 

申請地は、下手交差点より西に３００ｍ位に位置しており、南側は県

道４８号線、東側は住宅、北側は農道を挟んで田、西側は農道を挟んで

田であり周囲にあたえる影響はないと思われます。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、事業計画書、資金証明書、

被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、位置図等が提出されており

ます。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

２ 番 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まして報告を終ります。 

 

１４番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

１４番委員の調査報告のとおり、意見の決定並びに許可及び諮問決

定に賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、意見の決定並びに許可及び諮問が決定しま

した。 

 

議案第４号 農地法第４条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、申請件数５件については、意見の決

定並びに許可及び諮問５件が決定しました。 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について 整理番号１番について、担当委員の報

告を求めます。 

２番委員。 

 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号１番について調査の結果を２

番が報告いたします。 

去る３月１３日に、９番委員、１６番委員，私２番委員で共同調査い

たしました。 

立会人として申請人ＵＴ氏が出席しております。 

譲受人は、伊佐市大口鳥巣にお住まいのＵＴさん、年齢は４５歳であ

ります。 

譲渡人は、伊佐市大口鳥巣にお住まいのＩＫさん、年齢は６６歳であ

ります。 

本申請は所有権移転売買で、転用目的は一般住宅となっていますがす

でに住宅が建っておりました。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

１３番委員 

 

 

 

 

 

申請地の所在地は、伊佐市大口鳥巣字平瀬で、地目は田、地籍は２１

０㎡であります。 

農地区分は、第２種農地でその他農地となっております。 

申請地の所在地は、園田公民館から北へ１５０ｍに位置し、東側は雑

種地を挟んで道路、西側は山林、南側は畑、北側は竹藪出あり周囲に与

える影響はないものと思われます。 

昭和５０年代に、申請人の両親が，渡人から土地を譲り受一般住宅を

建築してしまったそうです。 

受人はどういう経緯でなったかと理由は分からず今まで住んでいた

そうで始末書が添付されています。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、位置図、字図、被害防除計

画書、被害防除に関する誓約書、委任状、始末書等が提出されておりま

す。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして私の報告を終ります。 

 

２番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

２番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定する

ことに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

整理番号２番について、担当委員の報告を求めます。 

１３番委員。 

 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定のうち、整理番号２番について、去る３月１３

日に３番委員、６番委員，１３番委員、代理人Ｏ司法書士さん立会のも

と、調査いたしましたので１３番が報告いたします。 

受人のＯＹさんは、さつま町求名に居住されていらっしゃいます。 

譲渡人のＩＴさんは、南九州市川辺平山に居住されていらっしゃいま
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

す。 

申請地は、伊佐市大口金波田字井ノ尻で、地目は田、面積は４０１㎡、

同じく井ノ尻で、地目は畑、面積は５９５㎡、同じく井ノ尻で、地目は

畑、面積は５９６㎡３筆合計１，５９２㎡であります。 

農地区分は、第２種農地でその他農地となっております。 

北側が自宅で、南側宅地、東側は宅地の通路、西側は山となっており

周囲に与える影響はないものと思われます。 

転用目的は、クヌ木を植えてきのこ木として販売されるそうです。 

ＯＹさんはさつま町から移転されるそうです。 

添付書類として、土地の全部事項証明書、見積書、事業計画書、残高

証明書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、位置図、委任状等

が提出されております。 

調査の結果この申請について３名の調査委員の意見において、適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

まして私の報告を終ります。 

 

１３番委員の調査報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

１３番委員の調査報告のとおり、意見決定並びに許可及び諮問決定す

ることに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、意見並びに許可及び諮問が決定しました。 

 

議案第５号 農地法第５条の規定による許可申請に係る意見決定並

びに許可及び諮問決定について、申請２件のうち許可及び諮問２件が決

定しました。 

 

―――――――― 議案第６号 ―――――――― 

 

議案第６号 非農地証明願について、提案します。 

整理番号１番について、担当委員の報告を求めます。 

５番委員。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

議案第６号 非農地証明願のうち整理番号１番について、去る３月１

３日に、申請人の従兄弟にあたりますＭさん立会のもと、４番委員、１

９番委員、私５番委員 3名で共同調査をいたしましたので５番が報告い

たします。 

申請人ＭＴさんは、伊佐市大口田代に居住され、自治会は田代で、年

齢は８７歳であります。 

申請地は、伊佐市大口田代字廣畑 他１１筆で、内訳しまして畑が４

筆で、地籍の合計は１，８５７㎡、田が８筆で、地籍の合計は７，９２

９㎡、合計１２筆で地籍合計は９，７８６㎡であります。 

非農地となった時期、理由は、平成４年４月より鳥獣害被害がひどく

なったうえに、河川の氾濫による被害等が追い打ちをかけ耕作を断念し

たということであります。 

申請地の位置は、畑は自宅周辺にある他、自宅の北西側にあって山林

化しており畑の周囲はほとんどが山であります。 

田んぼは、自宅の北西側の川沿いの上流に位置し、県道出水菱刈線の

道路下の谷にあり、カヤ等の雑草が生い茂っている状況であります。 

以上の状況から３名で協議しました結果、１２筆とも農地性は喪失し

ていて、農地への復旧は困難であると判断をいたしました。 

添付書類として、全部事項証明書、位置図、字図等が添付されており

ます。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いしまして私の報告を終りま

す。 

 

５番委員の報告が終わりました。 

委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りします。 

５番委員の報告のとおり、非農地として証明することに賛成の委員

の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員挙手、 

よって整理番号１番は、非農地証明が決定しました。 

 

議案第６号 非農地証明願は、１件申請のうち、１件の証明許可が決

定しました。 
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―――――――― 議案第７号 ―――――――― 

 

議案第７号 職員の任免について提案します。 

昨日、４月１日付けの伊佐市役所職員異動内示の発表がありまし

た。 

農業委員会に関する法律第２０条第３項の規定によりますと事務局

職員は農業委員会が任免することになっていますが、市長部局の条例

等の関係で異動内示発表後の形だけの任免となりますことをご了承く

ださい。 

農業委員会事務局も異動がありました。 

それでは、内容について事務局より発表してください。 

 

それでは、発表いたします。 

退職者は、ＩＭ事務局長が３月３１日付けをもって定年退職です。 

また、ＮＨが再任用ですが、今年度で再任用終了です。 

転入職員は、事務局長に建設課住宅・下水道係長のＨＨが転入です。 

以上です。 

 

これについて、質問・ご意見はございませんか。 

（なしの声あり） 

 

質疑がないようですので、お諮りいたします。 

これを承認することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

全員賛成であります。 

よって、只今発表のありました職員を任免することとします。 

以上で、審議を終わります。 

 

その他 事務局お願いします。 

 

月例報告です。 

最後のページになります。 

３月分の月例報告です。 

１３日を中心に現地調査をやって頂きました。 

本日２０日が、第１２回目の農業委員会の総会でございます。 

２６日が、３月の県の定例常任会議員会議が鹿児島市でございます。 

４月の行事予定ですが、１５日を中心に現地調査をお願いします。 
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２０日が、平成２７年度第１回目の農業委員会の総会になります。 

２４日が、４月の定例常任会議員会議になります。 

以上です。 

 

その他、皆様はありませんか 

（「なし」という声、多数あり。） 

 

 

これで、平成２６年度第１２回農業委員会総会を終ります。 

姿勢を正してください。 一同礼。 

 

終了時間  午前１０時３０分 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 

 

 

伊佐市農業委員会 

会      長   会   長 

         

 

伊佐市農業委員    ９番委員 

         

 

伊佐市農業委員   １０番委員 

         

 

 

 

 

 

 

 

 


